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問

５月の無料相談

消費生活センターから

823-3928
｢地デジ｣を知って悪質商法に気をつけよう！！

｢悪質商法にご用心！｣
 ｢地デジ｣への移行にアンテナ工事やテレビの調整が

必要となるので、一部の地域でそれらに便乗した悪

質商法が報告されています。｢地デジ｣へ移行するた

めの工事費用の一部を口座に振り込むよう書かれた

手紙が届いた、テレビ局や公的機関を名乗り訪ねて

きた業者が、アンテナ工事などの費用を請求する、

などの手口です。請求元がどこであろうと、身に覚

えのない工事・調査費用の請求、怪しい工事の勧誘

を受けた場合には、絶対に支払ってはいけません。

　悪質業者は、旬な話題をネタに近づいて来ます。

新しい制度、義務化などにとても敏感です。

　業者から提供される誤った情報やあいまいな知識

で契約することのないよう十分注意しましょう。不

審な点があれば、総務省地デジコールセンター（

0570-07-0101）や消費生活センターに相談しましょう。

地デジになると…？
　従来のアナログ放送より高品質な映像と音声を受

信することができます。高齢者や障害のある方にや

さしい字幕放送や解説放送をみることもできます。

地デジを見るには…？
①デジタルチューナーを買い足す

②ケーブルテレビで視聴する

③地デジ対応テレビに買い換える

の方法があります。また、アンテナの受

信方法を確認しておくことも必要です。

　2011年７月24日で今までのアナログ放送は終了し、

デジタル放送になります。テレビで｢地上デジタル放

送｣（地デジ）への対応を促すＣＭが頻繁に流れていま

す。｢地デジ｣という言葉は広まりましたが、正しく理

解されているでしょうか。そこで、｢地デジとは何か｣

改めて整理してみましょう。

※５月４日（月）から６日（水）は除きます。


